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文書分類番号 00 09 03 002 永 年 起案 平成 年 月 日 決裁 平成 年 月 日

議 長 副議長 局 長 次 長 係 長 主 査 担 当 文書取扱主任

開催年月日 平成30年11月26日（月曜日） 開会９時55分 閉会11時55分

開 催 場 所 第一委員会室

出 席 委 員
関藤、安樂、清水、本間、渡邊、柴田 事

務

局

竹谷事務局長

議長、副議長 菊田次長

欠 席 委 員 池田主査

説 明 員 別紙のとおり

議 件 別紙のとおり

議

事

の

概

要

１ 所管からの報告事項について

次の事項について所管から説明を受け、質疑を行い、全て報告済みとした。

（１）平成30年度一般会計補正予算について

（２）市税の納付方法の拡充について

（３）石狩川河川敷パークゴルフ場の今後の運営について

（４）学校給食費の改定について

（５）平成30年度全国学力・学習状況調査結果について

（６）滝川版コミュニティ・スクール基本方針について

（７）学校における働き方改革 教職員業務改善推進プランについて

（８）滝川市子どものいじめ防止基本方針（案）について

○ 北海道胆振東部地震に係る被災市町村への職員派遣について

（９）滝川市議会議員及び滝川市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の

一部を改正する条例

（10）平成30年度一般会計補正予算について

（11）平成30年度一般会計補正予算について

（12）避難所の見直しについて

（13）平成30年度一般会計補正予算について（ＦＭ予備送信所の整備について）

２ 第４回定例会以降の調査事項について～別紙

別紙調査項目のとおり決定した。

３ その他について

（１）意見交換会について

各委員から意見を聴取し、議長への報告については正副委員長へ一任することに

決定した。

（２）その他



なし

４ 次回委員会の日程について

正副委員長に一任することとした。

上 記 記 載 の と お り 相 違 な い。 総務文教常任委員長 関 藤 龍 也 ○印
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平成30年11月21日

滝川市議会議長 水 口 典 一 様

滝川市長 前 田 康 吉

滝川市教育委員会教育長 山 﨑 猛

滝川市選挙管理委員会委員長 藤 本 清 正

総務文教常任委員会への説明員の出席について

平成30年10月30日付け滝議第119号にて通知がありました第40回総務文教常任委員会への説明員の

出席要求について、次の者を説明員として出席させますのでよろしくお願いします。

なお、公務等の都合により出席を予定している説明員が欠席する場合もありますので申し添えま

す。この場合、必要があるときは、所管の担当者を出席させますのでよろしくお願いします。

記

滝川市長の委任を受けた者

総務部長 中 島 純 一

総務部総務課防災危機対策室長 湯 浅 芳 和

総務部総務課防災危機対策室係長 青 山 格

総務部総務課防災危機対策室主任主事 倉 嶋 真 司

総務部財政課長補佐 田 上 智 章

総務部財政課係長 岡 崎 卓 哉

総務部財政課主任主事 常 盤 彰 彦

市民生活部長 舘 敏 弘

市民生活部次長 浦 川 学 央

市民生活部税務課長補佐 倉 本 真 吾

市民生活部税務課係長 菊 地 一 則

市民生活部税務課主任主事 野 村 修 司

滝川市教育委員会教育長の委任及び滝川市長の委嘱を受けた者

教育部長 田 中 嘉 樹

教育部指導参事 粟 井 康 裕

教育部教育総務課長 諏 佐 孝

教育部教育総務課長補佐 寺 嶋 悟

教育部教育総務課係長 後 呂 典 輝

教育部教育総務課主査 佐 藤 憲 弘

教育部学校運営課長 杉 山 敏 彦

教育部学校運営課長補佐 山 崎 仁 嗣

教育部学校運営課係長 高 橋 伸 明

教育部社会教育課長 景 由 隆 寛



－２－

教育部社会教育課長補佐 中 寺 静 江

教育部社会教育課係長 土 橋 真由美

教育部社会教育課主任主事 平 沼 昭 徳

滝川市選挙管理委員会委員長の委任及び滝川市長の委嘱を受けた者

選挙管理委員会事務局長 越 前 充

選挙管理委員会事務局書記 矢木沢 直 樹

（総務部総務課法制文書係）



第40回 総 務 文 教 常 任 委 員 会

日 時 平成30年11月26日（月）

午前10時00分～

場 所 第一委員会室

○ 開 会

○ 委員長挨拶（委員動静）

１ 所管からの報告事項について（◎は議案関連）

《市民生活部》

◎（１）平成30年度一般会計補正予算について （資料）税 務 課

（２）市税の納付方法の拡充について （資料）税 務 課

《教育部》

（３）石狩川河川敷パークゴルフ場の今後の運営について （資料）社会教育課

（４）学校給食費の改定について （資料）学校運営課

（５）平成30年度全国学力・学習状況調査結果について （資料）教育総務課

（６）滝川版コミュニティ・スクール基本方針について （資料）教育総務課

（７）学校における働き方改革 教職員業務改善推進プランについて （資料）教育総務課

（８）滝川市子どものいじめ防止基本方針（案）について （資料）教育総務課

《選挙管理委員会》

◎（９）滝川市議会議員及び滝川市長の選挙における選挙運動の公費負担に （資料）選挙管理委員会

関する条例の一部を改正する条例

◎（10）平成30年度一般会計補正予算について （資料）選挙管理委員会

《総務部》

◎（11）平成30年度一般会計補正予算について （資料）財 政 課

（12）避難所の見直しについて （資料）防災危機対策室

◎（13）平成30年度一般会計補正予算について （資料）防災危機対策室

（ＦＭ予備送信所の整備について）

２ 第４回定例会以降の調査事項について～別紙

３ その他について

（１）意見交換会について

（２）その他

４ 次回委員会の日程について

○ 閉 会
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第40回 総務文教常任委員会

H30.11.26 (月)10：00～

第 一 委 員 会 室

開 会 ９：５５

委 員 長 ただいまから第40回総務文教常任委員会を開会いたします。

委員動静報告

委 員 長 委員動静につきましては、委員は全員出席、議長、副議長の出席をいただいて

おります。傍聴につきましては、井上議員、木下議員、東元議員が傍聴に入っ

ております。報道関係は、プレス空知の傍聴を許可しております。

１ 所管からの報告事項について

それでは、早速所管からの報告事項に入ります。議案関連は（１）、（９）、（10）、

（11）、（13）となっております。

なお、本日は午後から一部事務組合関係の会議が入っておりますので、説明、

質疑等につきましても必要最小限におさめていただけるようにお願いいたしま

す。

それでは、早速市民生活部より（１）、平成30年度一般会計補正予算についての

説明を求めます。

（１）平成30年度一般会計補正予算について

菊地係長 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みといたします。

続きまして、（２）、市税の納付方法の拡充についての説明を求めます。

（２）市税の納付方法の拡充について

野村主任主事 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

清 水 この場合、完全なインターネット、しかも個々人がセキュリティーに責任を負

っている端末、私もパソコンのセキュリティーについてはいろいろ経験してい

ますけれども、スマートフォンのセキュリティーはいまいちわかっていないと

いうか、そういう中でこれが導入されるという点で、セキュリティーについて

お伺いします。

まず、スマートフォンのセキュリティー、個々人が責任を持つセキュリティー、

これでセキュリティー上は問題はないのか。仮に個人情報が漏れた場合、誰の

責任になるのか、その点について伺います。

野村主任主事 まずヤフーアプリのスマートフォンのセキュリティーにつきましては、各個人

でセキュリティーを導入するという形になります。また、各個人が金融機関を

指定する形になりますので、こちらに関しましては各個人の責任という形で、

どこの金融機関を登録するか、また自分のセキュリティーの個人情報を守ると

いう形で、個人の方にセキュリティーに関しては責任を持っていただく形をと

っていただきたいと考えております。

清 水 もう一点のセキュリティーですけれども、いわゆるフェイスブック、グーグル、

アマゾン、ヤフーがそれに入っているか。４大大手です。これによる名簿等の
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個人情報漏れが億単位で世界でも発生しているわけです。そのサーバーは、ど

こにあるのかもわからないとか、いろいろなことを言われていて、要するにそ

の４大会社からセキュリティー情報を盗み出す会社がどこでどうやっているの

かも不明だというような話がニュースに出ています。そういう形で、先ほどは

個々人だと言われたけれども、仮にヤフーが集めた個人情報、滝川市も含めて、

そういう膨大な個人情報が世界的なセキュリティーハッカー、情報ハッカーに

よってとられる危険性というのは極めて高いと思うのですが、それについては

どのように考えていますか。

野村主任主事 今回に関しましては、納付方法の拡充ということで、私たちもいろいろな形で

市民の皆様に利便性も含めて少しでも市税にお支払いいただけるような方法と

いう形でヤフーからご提案をいただきました。また、しっかりほかの市にも確

認させていただいた上でという形なので、もし個人情報の流出とか懸念がある

のであれば、金融機関でもコンビニでも郵便局でもお支払いできますので、各

個人のお支払いの方法という形でヤフーアプリをご提案させていただいていま

す。個人情報の流出の部分に関してはやはり個人意識の差という部分もあると

思いますので、どうしてもご心配の方は無理にお使いいただかなくてもよいと

いう形になっております。

清 水 ヤフーからこれだけ集まりましたというのは、金額が振り込まれると。誰の分

がどれだけ振り込まれたというのは、やはり何らかの明細、名簿等が付随して

送られると思うのです。そういう場合、恐らくメールだとか、そういった媒体

でしか送りようがないと思うのですが、地方税共通納税システムについてはま

た別のセキュリティーがかかっているので、これは問題にしませんが、今度の

ヤフーによる決済はヤフーと滝川市はどのようにつながるのでしょうか。

野村主任主事 現在滝川市で行われている市税の収納におきまして、北海道銀行、地銀ネット

ワークサービス株式会社と業務提携をいたしまして、コンビニエンスストアと

同じようにヤフーアプリからお支払いをいただいたときに、その地銀ネットワ

ークを通して道銀からこちらのほうに入金になる形となっております。ですか

ら、システム費用自体は全くかかりません。コンビニでお支払いいただくバー

コードがヤフーで読み取られて、お支払いになる形になります。コンビニが１

つふえたという形の認識となります。あくまでも金融機関からのお支払いを地

銀ネットが受けて、そこから私たちのほうに入ってくる流れになりますので、

システム改修も特に行われていないという形になっております。

委 員 長 ほかに質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 報告済みといたします。

それでは、ここで所管が入れかわりますので、暫時休憩いたします。

休 憩 １０：０９

再 開 １０：１０

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

続きまして、教育部から（３）、石狩川河川敷パークゴルフ場の今後の運営に

ついての説明を求めます。

（３）石狩川河川敷パークゴルフ場の今後の運営について

平沼主任主事 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。
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質疑ございますか。

本 間 本筋とは違うのですけれども、確認だけさせてもらいたいのですけれども、利

用者数が滝川市内の方で29から30年度まで、これは単純に約4,400人減少してい

るのです。利用料収入は80万円ぐらいプラスされていることになるのでないか

なと思うのだけれども、これはどういう理由でこのようになっているのか。

平沼主任主事 市民の利用料金が平成29年度から平成30年度約80万円ほど上回っていますが、

シーズン券の購入が大きく影響しております。平成29年度につきましては、シ

ーズン券の購入者数が119人、平成30年度につきましては133人と約15人ほど上

回っております。シーズン券につきましては、市内の利用者の方は１万8,000

円ということで、その分。そのほかにも通常使われている分の利用料収入の増

がございます。

委 員 長 ほかに質疑ございますか。

清 水 これは、指定管理ということで、今法律では直営か指定管理、あるいは部分的

な設備だとか、そういうのは当然委託できるわけですが、全部委託はできない

中で、指定管理を今進められる理由についてお聞きしたい。この施設は要する

に天災がオープン前に１回、オープン後に１回ということで、わずか３年間に

２回も大被害に遭うという場所で、指定管理後に水害によるいろいろな対応あ

るいはダメージ、場合によっては流失によって市以外に被害を与える。要する

に川の橋の橋桁にいろんなものがひっかかって、それで橋を壊すとか、非常に

リスクの高い施設だと思うのです。その観点で指定管理がふさわしいかどうか

ということについてどのようにお考えになったのか伺います。

景由課長 清水委員からご指摘のあった点、リスクについてが一つの要因となって、来年

から指定管理を予定というか、検討していたところを１年延ばしたというとこ

ろはあります。そこについては、十分両者協議をして、来年、再来年に向けて

も協議を進めていくところでございますけれども、災害リスクについては市が

設置者としての責任がございますので、そこについては引き続き指定管理にな

ったとしても市のほうに一定程度の責任があるということで両者合意している

ところです。指定管理を導入するメリットは、それ以外の部分といいますか、

柔軟な経営ですとか、一般的に指定管理者としてのメリットと言われていると

ころを目指したいというところでございます。

委 員 長 ほかに質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みといたします。

続きまして、（４）、学校給食費の改定についての説明を求めます。

（４）学校給食費の改定について

山崎課長補佐 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

清 水 まず、これは改定いたしますとなっているので、これの周知は既に行っている

のであれば、それも含めて周知について伺います。

２点目は、これはこうやって言われてみたら消費者物価指数が上がっていると

いうことなのですが、一般的に言うとデフレから脱却できないと言われていて、

この分野だけは確実に上がっていると思うのだけれども、これは否定できない。

いわゆる目に見える物価と実質物価とがあるのではないですか、それは収入含
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んでの。北海道の民間賃金というのは、下がり続けているわけです。その上で、

いわゆる保護者の負担能力という点についてはどのように検討されたのかを伺

います。

山崎課長補佐 まず、周知についてですが、なるべく早い時期に、まず文書で保護者全員の方

に周知したいと考えております。

続きまして、保護者の負担能力につきましては、先ほどもご説明しましたとお

り生活保護世帯については生活保護費での負担、補助がございます。また、比

較的低所得者の世帯については、これは現行で約470世帯ぐらいと把握してござ

いますが、低所得者の層につきましては就学援助ということで全額負担してま

いりますので、それ以外の世帯については負担する能力があると考えてござい

ます。

委 員 長 ほかに質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みといたします。

続きまして、（５）、平成30年度全国学力・学習状況調査結果についての説明

を求めますが、多分これは資料的にちょっと長い内容になっているかと思うの

ですが、数値的なところはその数値の意味合いを説明していただいて、一つ一

つもし数値があって、それを読み上げるということまでしなくていいかと思い

ますので、ご配慮をいただいて、説明を求めます。

（５）平成30年度全国学力・学習状況調査結果について

佐藤主査 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

本 間 １点だけお願いします。学力向上策の中で小中学校ともに記載されているので

すけれども、前にも触れたことがありますけれども、習熟度別指導というのは

具体的にどういうことをされているのかご説明いただきたいと思います。

佐藤主査 中学校の例えば数学におきまして学力差がありますので、教室を２つに分けた

り、別の教室で能力別に分けて指導を行うといったものでございます。

本 間 そのいわゆる数学の時間の中で、それはどの程度の割合で行われているという

ことになるのでしょうか。

佐藤主査 正直なところ、詳しい割合というものはわかっておりませんけれども、数学の

単元によって生徒の苦手な部分とか、弱いところ、差がはっきりとあらわれる

ところを教師のほうで判断いたしまして、習熟度別、２人の先生で受け持った

りしますので、そういったところを相談しながら、この授業は２つに分けてや

りましょうとか、そういった子供たちの状況に応じて実施していると伺ってお

ります。

粟井指導参事 この算数、数学のチームティーチング、加配という道事業がございまして、こ

のＴＴ、それから習熟度別の加配を１名受けた場合は大体ですけれども、年間

を通してチームティーチングが50パーセント、それから習熟度別が50パーセン

トぐらい、大体これを基準として、各学校で事前に計画を立て、それを申請し

て、申請が通った場合、１名ふえてこのような形でやると。これは、１名加配

があった場合ということで、それ以外に学校の先生方でやりくりをしながら、

先生の数はふえないけれども、自主的に行うというものは佐藤主査が申し述べ

たような形で独自で行っております。



- ５ -

委 員 長 ほかに質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みといたします。

続きまして、（６）、滝川版コミュニティ・スクール基本方針についての説明

を求めます。

（６）滝川版コミュニティ・スクール基本方針について

諏佐課長 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

本 間 一応今回のコミュニティ・スクールの仕組みについては、既存にある仕組みを

コーディネーターでつなぐというように感じるのですけれども、それはその理

解でいいのかということと、それからこれはどの程度深めてやるのかというこ

ととの関係性になってくるかもしれないのですけれども、下関に視察に行って

きまして、そのときに一般教職員との関係性というか、連動というのが実はな

かなかないとおっしゃっていまして、あればあったで働き方改革に逆行するか

もしれないし、非常に悩ましいということで、でもともにやらないと実は実現

しないこともあるのだろうと思う。この仕組みは、非常に悩ましい感じがする

のです。それについてはどのようにお考えか。

もう一つ、地域には育成会がありまして、きっと深めてやればやるほど育成会

の事業とまあまあかぶる部分ももしかしたらあるのかもしれないということが

あるのですが、そういうことについてはどのようにお考えか、３点お願いしま

す。

諏訪課長 これまでの仕組みをコーディネーターでつなぐという考えでよいかということ

ですが、その考え方については同じ考えを持っています。

それから、やればやるほど職員に負担がかかるのではないかと。まさにそのと

おりなのですが、全く負担なくということは何もやらないということですので、

決して負担がないとは言いませんが、極力負担のない形で進めたいと思ってい

ますので、学校へは学校のニーズ、何をやってほしいかを協議会にきちっとご

説明して、できるところからやっていこうと。いきなり100パーセントの形には

ならないと思っていますので、動きながらやっていきたいと思っています。

それから、育成会を含め、他団体のかぶる部分、これは地域によってさまざま

あろうかと思います。温度差もいろいろあると思いますが、ご協力いただける

仕組みがある地域については、そういう団体と協調しながらやっていっていた

だくことかなと理解しております。

委 員 長 ほかに質疑ございますか。

清 水 まず、現行の学校評議員制度、それと地域コーディネーター制度、これをあわ

せたもの、プラスアルファということだと思うのですが、現行では不十分、あ

るいはこれにすることによってよくなることについてどのように考えるか、ま

たこれは法令等で努力義務だとか、そういったようなことでされるかどうかの

確認、３つ目は２校の場合は10人とか、３校の場合は15人とか、これはある学

校からは出ていなくてということになるので、恐らく10人、15人という結構切

れのいい数字になると思うのです。その場合に町内会の参加についてなのです

が、非常に極端なことを言えば余り教育について知らない、そういう方が参加

されると余りよろしくないのかなと。これについては、教育委員会で任命する
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ということなので、町内会としてこういう方ということで、もちろん教育委員

会が指名するという、その人に白羽の矢を立てて選ぶようにするのか、それと

も連合町内会だとか町連協だとか、そういったところに人選を依頼するような

ことにするのか、その点伺います。

諏訪課長 まず、１点目ですが、既存の制度から新しい制度になって何が変わるかという

部分ですが、大きくは変わらないと僕は思っています。ただ、幾つもそういう

仕組みがばらばらあるのではなくて、学校運営協議会という制度にきちっと集

約して、この中でいろいろなことが議論できる場にしていきたいと思っていま

す。そこが最大のメリットかなと思います。

また、もちろん法律で努力義務化されたこと、あるいは道の計画の中でも全道

小中学校全てに導入すると位置づけられたものも受けて導入することになりま

したが、決してそういう後ろ向きに設置するものではなく、この機会を生かし

て先ほど申し上げたように今までの取り組みを集約しながら進めてまいりたい

と思います。

３つ目の委員の部分ですが、町内会の役員だから学校のことがわからないとか

ということは決してないのですけれども、どなたが適切かは校長のご意見も聞

きたいと思いますし、教育委員会の中でも適任と思われる方を任命してまいり

たいと思います。逆に学校の動きについてこの機会に知っていただいて、地域

に還元していただく、発信していただくというのも協議会の大きな役割ですの

で、そういう部分についても町内会の役員に担っていただければなと思ってお

ります。

委 員 長 ほかに質疑ございますか。

副委員長 学校運営協議会についてちょっと確認したいのですけれども、滝川市の基本計

画の中では単位は中学校区となっているのですけれども、これは１から４まで

設置単位があって、まず江陵、第一小学校、それから第二小学校という３つの

学校があって、そこに１個設置するという形だと思うのです。そうなったとき

に学校運営協議会の役割というのをそれぞれの学校でそれぞれ校長がいて、や

っぱりやり方は微妙に違うと思うのです。対応できるのかというのがまず１つ。

地方によっては、もうそれぞれの学校に学校運営協議会を設定しているものは

ありますので、そこが１つです。

次、コーディネーター、この制度はやっぱりコーディネーターというのがすご

く肝になってきて、まずコーディネーターの人数、それから報酬、それからど

のような人を選定するのかということを聞きたいと思います。

最後に、５ページ目、学校支援地域本部というのがあって、これは恐らく市民

等から成る学校応援団的なものだと思うのですけれども、これには事務局はあ

るのかどうかというのをお伺いしたいと思います。

諏訪課長 協議会を複数校にしたのと各学校ごとに置くので一長一短あると思うのですが、

一番は適切な委員になっていただくために、結局学校区の中ではかぶっている

エリアもありますから、その中で委員を選出していくとき委員が重複するよう

なケースもあろうかと思います。そういう部分を踏まえると、中学校区という

単位で見ていただいて、その中から選んでいただくのがいいかなと思っていま

すし、先ほどご説明したように小学校から中学校まで一連した９年間どう子供

たちを育てていくのかという部分について協議しながら進めていただきたいと

いう意味から、中学校区という設定をさせていただきました。ただ、なかなか
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そういう中学校区単位での協議会はこれまでも取り組んだ例がないので、最初

ふなれな部分が出てくるかもしれませんが、少しずつ改善しながらやっていき

たいと思います。

それから、コーディネーターにつきましては、一応嘱託の職員を想定しており

ます。できれば複数名置きたいなということで、財政とも協議をさせていただ

いておりますが、予算の絡む部分でございますので、ここについては最終的に

何名になるか申し上げられませんが、できれば複数名置きたいと考えておりま

す。

３つ目、学校支援地域本部の事務局については、現在教育委員会内に設置して

おります。

委 員 長 ほかに質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みといたします。

続きまして、（７）、学校における働き方改革 教職員業務改善推進プランに

ついての説明を求めます。

（７）学校における働き方改革 教職員業務改善推進プランについて

粟井指導参事 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

清 水 まず、週60時間というのがありました。ということは、40時間が基本ですから、

80時間以上になりますよね。それで、月100時間が過労死時間と言われているの

で、これは90時間ぐらいになると思うのです、4.5週で。こういう高い設定にし

たのは、これは道が基本を決めているということではあると思うのですが、ち

ょっと不適切だなと。決めるのであれば、やっぱり月50時間とか、本当にきち

っとした目標が必要でないのかというのが１点です。

２点目は、具体的なことをするということで、２ページから３ページ、例えば

スクールソーシャルワーカーだとか、非常勤講師だとか、もちろん今も既にや

られていることはあると思うのですが、これを促進するために、あるいは抜本

改革するために財源的な裏づけはどうなっているのかというのが２点目です。

３点目は、５ページの滝川市学校閉庁日についてなのですが、これは閉庁日と

いえば当然全部休みかと思ったところ、③に休暇取得を強制しない、出勤、研

修も可と書いているのです。これは、もう学校閉庁日と矛盾するのではないか

と思うのですが、ある教員の方が有給を使わないと閉庁日にならないのだと、

夏季の場合です。年末年始は重なるのでいいのだけれども、重ならなかったら、

やっぱり有給ということになるのです。だから、これはふだん働き過ぎている

のだから、振りかえ休日だとかという形で取得ということはできないのかとい

うこととあわせて、最後にこういう立派な目標は掲げたと。しかし、２年間や

ってみたら全然進まないということでは大変困ると思うのです。だから、例え

ば第三者的な委員会だとか、そういったことで、これはそもそも的に目標が小

さいとはいえ、具体的なサポート体制も言っているので、こういったものがど

んどん進めば結果的に労働時間が減るということにはつながると思うので、そ

ういう目標管理システムについて伺います。

委 員 長 清水委員、１点目の質疑なのですが、一応滝川の教育委員会としては多分道教

委の示された指針に沿ってということでなのですけれども、一応清水委員が質
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疑したいのは、滝川市としての考え方ということでいいのですか。

清 水 はい。

委 員 長 それでは、答弁よろしくお願いします。

粟井指導参事 それでは、私のほうからお答えさせていただきます。

まず、１つ目の目標数値なのですけれども、確かに過労死ラインに近い部分に

なっております。これは、１つは道教委のほうで数値を設定しているというこ

とが１つ。それから、実際に本市におきましても約３割の先生方がこれを超え

ているということで、まずはそこの過労死ラインを絶対超えてはいけないとい

う、数値的には低い目標なのかもしれませんけれども、そこはまず最低限クリ

アすると。もちろんそれ以上のことを目指していきたいと考えております。

２つ目のスクールソーシャルワーカー、非常勤等についての財源なのですけれ

ども、市の財源の部分と、それから道で行う事業の部分があろうかと思います。

道の部分につきましては、申請を上げてそれが配置されるかどうかというよう

なことで、道のほうでそれらは決定していくということで、なかなか難しい部

分ですけれども、このアクションプランにあわせて道教委のほうも予算をふや

していると、そのような状況がございます。滝川市の部分につきましても、限

られた財源ですけれども、できるだけ先生方の勤務が軽減されるように考えて

いきたいと考えております。

続きまして、学校閉庁日なのですけれども、これについては年休、夏季休暇等

の取得も目的にしております。これは、全部使い切る先生というのは余りいな

い部分もございまして、促進というような部分が１つ。それから、清水委員が

おっしゃられていましたたくさん働いた分の振りかえの部分は、今制度拡大と

いうことで変形労働時間制等のやり過ぎた勤務の部分を振りかえるという制度

がございます。これらについても今制度の拡大を行っているので、そういうよ

うな変形労働制などを使いながら、振りかえをこの日に充てるということが今

後やりやすくなってくるのではないかなと考えております。これらについては、

国、それから道の動向を見定めていきたいと思っております。

それから最後に、数値が適切に進められていくか、この改革が進められていく

かという管理システムの部分でございますが、現在第三者というところは考え

ておりませんけれども、ページでいいますと２ページのところの（４）であり

ますように、毎年度進捗状況についてきちんと把握して、これは先生方とも情

報を共有しながら取り組みの見直し、改善をしっかりと図っていきたいと考え

ております。

清 水 これから始めるということで、改善に対する意欲や今だめなのだという共通認

識があることはよくわかりました。ただ、これを進める上で財源のことについ

てもわかったので、閉庁日、これはちゃんとやらないとずるずる何のために設

けたのだということになってしまいかねない。一般的な、例えば市役所でいえ

ば閉庁日というのはもうはっきりしていて、全く業務をやっていないです。け

れども、業務をやっていなくても職員の方が来ていますよね。だから、学校閉

庁日に関しては何かこれではずるずるした感じがするのです。その辺について

何かもうほとんどの先生が来ないようにするのだと。そういうような計画につ

いてもう一度お伺いしたいと思います。

粟井指導参事 ただいまの質疑にお答えします。

今年度学校閉庁日について、実は反省をしました。それで、分析したところ、
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どうして出勤、それから外勤をしているかというと、部活動にかかわるコンク

ール、それから大会が間近にあるという部分がほぼほぼの原因でありました。

それで、これは滝川市内だけでは解決できない問題ですので、局を通して、道

教委にもこの期間、それから直後には大会、コンクールを開かないような、そ

んな日程を各種団体に申し入れるようにお願いしたところであります。これら

をいろいろな地域で進めることによって、そこにコンクール、大会が入らない

ような、そんな状況になってくるのではないかと期待しているところです。

委 員 長 ほかに質疑ございますか。

柴 田 根本からぶっ壊すような話をして申しわけないのですが、はっきり言ってこの

推進プランでは何年かかっても教育現場が働き方改革がなし遂げられるという

ことはないと私は思いました。そもそも最大の原因は、教育制度そのものにも

あると思うのですけれども、教職員が足りない現状を隠しながら、こういう推

進プランを道も国もそこの本当の問題点を隠しながらこういうものを出して現

状をごまかしていると、私はそうとしか思えないのです。我々は30人学級、少

人数学級をずっとこれまでも求めてきたのですが、その根本の問題が解決しな

いがままに今こういう状況が発生していると思うのです。例えば部活の問題一

つとっても、何でスポーツ庁が学校現場のことを余計なことを言うのだろうか

なと。これは、やっぱりおかしいのです。実質教育予算が縮減しているという

ことを表に出さずして、こういう問題を推進しようという、もう国の考え方あ

るいは道の考え方自体がおかしい。それに沿った内容をここに掲載しても、教

育現場がこれから本当にいいものになっていくのかということは私は考えられ

ないと思うのです。そこで、でもこれを落第点ですよとまでは言いませんけれ

ども、今の状況で改善しようとしていくのですから。ただ、教職員をこれから

やっぱりふやしていかないと、この問題は本当に解決しないのです。そのこと

について今教育委員会としてどうお考えなのかということをお聞きしておきた

いと思います。

田中部長 今柴田委員のおっしゃったことは、実は我々も心の中で思っていることであり

ます。ただ、要するに国、道、市町村、我々末端、要は今の行政システムでい

くとこういうものをやっぱりつくらざるを得ないというのは、これはもう柴田

委員もご理解いただけると思います。ただ、その中身はやれるところからやっ

ていきましょうというのがいわゆる行政の縦割りの中の私たちの役割としては、

これはもうやらざるを得ないのです。一つでも二つでもやっていこうよと。そ

こで現場の先生方に少しでも楽になっていただこうというところはあります。

ただし、根っこの部分では今柴田委員が言ったところ、私も本当にそういうふ

うに思っています。例えば教職員の人数、これについては毎年ですけれども、

教育長会議、あるいはもっと広げて市長部局にもお願いして予算確保というと

ころはお願いしておりますけれども、概算要求の部分では文部科学省もすごく

威勢はいいのですけれども、ふたをあけると全然だというところもあります。

ですから、この分は私たちも要求していきますし、柴田委員等々にもそういう

ところではぜひともお願いしたい部分だと思います。

委 員 長 ほかに質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みといたします。

続きまして、（８）、滝川市子どものいじめ防止基本方針（案）についての説
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明を求めます。

（８）滝川市子どものいじめ防止基本方針（案）について

佐藤主査 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

本 間 先日の決算審査特別委員会の中で、実は相談件数と実際にいじめと認定したと

いうことに乖離があったと私は認識しているのですけれども、それというのは

学校がいじめと、いわゆる例えば１ページの調査を行い、該当するか否かを判

断することということだとか、それから２ページの教職員はいじめを発見した

り、いじめに関する通報、相談を受けたりする場合はいじめ対策組織と書いて

ありますね。こういうことが実態としてどのように有効に行われるかというこ

とが実は大事な問題なのだろうなと思うのです。やっぱりどうしても思ってし

まうのですけれども、学校は穏便に、穏便にの方向に進むということはあると

思うのですけれども、そうしたことに対する記載はこの中にちょっと読み取れ

ていないのですが、あるとしたらご説明をいただきたいのとそういうことに対

する対応についてお聞かせをいただけたらと思います。

佐藤主査 今の点についてでございますが、やはり一人の先生だけで見ていくと今おっし

ゃられたような形になるのかなと思っております。それで、改定の観点の２ペ

ージに学校教職員の責務というところで書かせていただいておりますが、教職

員は、学校いじめ対策組織において情報共有を行った後ということで、情報共

有を行うということ、いじめに組織的に対応するというところで考えていく、

そこをより強固に行っていくとそういったことはなくなるのかなと考えており

ますので、そこの記載の部分かと思っております。

本 間 確かにそうなのですけれども、ただこれまで以上の運用の強化が必要なのかな

と思うのです。そういうことに対する対応についてお考えがあればお聞かせい

ただきたいと思います。

粟井指導参事 私のほうから説明させていただきます。

ここの部分のいじめの認知につきましては、現在積極的な認知、これを求める

というような通知も来ております。学校自体についても、まず認めることを積

極的に行おうという、そういうような判断で今進めておりますので、そこの部

分を大切にしながら、それぞれの学校でいろいろ事案は違うのですけれども、

できる限りきちんと教育委員会等の報告も含めて経過などを説明しながら、最

終的にしっかりと本人、それから保護者等から聞き取りを行って認知するかど

うかをきちんと判断する、そういうような仕組みで今進めているところでござ

います。

委 員 長 ほかに質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みといたします。

ここで所管が入れかわりますので、暫時休憩いたします。

休 憩 １１：２８

再 開 １１：３０

委 員 長 それでは、休憩前に続き会議を再開いたします。

ここで総務部長から報告がございますので、よろしくお願いいたします。

○北海道胆振東部地震に係る被災市町村への職員派遣について
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中島部長 北海道胆振東部地震に係る被災市町村への職員派遣について報告をさせていた

だきたいと思います。

空知総合振興局管内市町村としては、９月、10月、11月の３回目の職員派遣と

いう形になるわけでございますが、北海道の職員派遣要請を受け、滝川市とい

たしまして９月に引き続き２回目の職員派遣を本日11月26日から11月30日まで

の５日間の日程で厚真町へ職員３名を派遣したところでございます。派遣者に

つきましては、保険医療課、林課長補佐、市民課、小松田主任主事、税務課、

松倉主事の３名でございます。

なお、担当業務につきましては、罹災証明の事務補助ということで、現地確認

等について一緒に同行してその業務に当たるという内容でございます。

今後につきましても滝川市としましても可能な限り被災地支援に努めてまいり

たいと考えているところでございます。

委 員 長 質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、選挙管理委員会から（９）、滝川市議会議員及び滝川市長の選挙に

おける選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例、（10）、平成

30年度一般会計補正予算について一括して説明を求めます。

（９）滝川市議会議員及び滝川市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例の一部を改正する条例について

（10）平成30年度一般会計補正予算について

越前事務局長 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みといたします。

それでは、総務部から（11）、平成30年度一般会計補正予算についての説明を

求めます。

（11）平成30年度一般会計補正予算について

田上課長補佐 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

清 水 事前審査にかかわらない範囲で内容について確認をしたいのですが、ポータル

サイト２つの純増ですが、その前はポータルサイトは幾つあったのか、それが

１つ。もう一点は、返礼品でいうと何が伸びているか、その主な内訳を伺いま

す。

田上課長補佐 ポータルサイトのご質疑ですが、昨年の９月にＡＮＡのふるさと納税というサ

イトをまず１つふやしたのですが、その前はふるさとチョイスというサイトを

１つのみでございました。昨年９月よりＡＮＡのふるさと納税というサイトを

１つふやしまして、ことしの５月からさとふるというサイトをふやした中で、

今現在３つのサイトで運用しております。

最もふえた増の内容ということですが、主に多いものとしてはお米の関係でご

ざいます。昨年からですが、はさがけ米ですとか、そういうものを中心といた

しまして、ことしは定期便で12カ月連続お届けですとか、６カ月連続お届けみ

たいな、そういうような頒布会形式のものが特に人気となっております。
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委 員 長 ほかに質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みといたします。

続きまして、（12）、避難所の見直しについての説明を求めます。

（12）避難所の見直しについて

倉嶋主任主事 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

渡 邊 スケジュールの関係で、こういう問題は喫緊な問題という認識のもとでこうや

って策定されるのかなと思うのですけれども、スケジュールも31年から32年で

見直しができるということでよろしいのか。今こういう問題、課題というふう

に現状を把握すれば、いつ災害が起きるともわからない中で、もうちょっと早

目にこの見直しというのは策定をできるというか、そういう環境をつくれない

のかどうか、２点。

湯浅室長 １点目の平成31年から32年の避難所の見直しの関係でございますけれども、今

年度中に見直しの基本的な考え方を示した基本方針を作成いたしまして、それ

に基づきまして31年度に避難所の具体の見直しを図っていきたいと考えてござ

います。そして、32年度においては、やはり一定の周知期間が市民に対して必

要と考えてございます。現在の避難所においても市民に周知するということは

非常にハードルがございますので、そういった意味からも十分周知期間を設け

て32年度に運用を開始していきたいということでございます。

もう一点、ご指摘のとおり避難所の見直しについては急がれる案件だというこ

とで、我々としても考えてございます。なお、先ほど申し上げたとおりやはり

避難所の見直しの全体見直しについては今回初めてということがございまして、

避難所そのものの考え方について基本方針等で一度整理する必要があるという

ことと具体の避難所の見直しについて来年度考えていく。さらには、周知期間

はどうしても必要だということで考えてございますので、その中でも急いで進

めるということで取り組んでいきたいと考えております。

委 員 長 ほかに質疑ございますか。

本 間 これは、さらっと見ると設置箇所が主な感じがするのだけれども、機能という

意味での最低限の機能、こんな機能があるべきであるというような見直しとい

うのには着手されるのでしょうか。

湯浅室長 避難所の見直しに関しての基本的な考え方については、今まだ課題の整理中で

ございますけれども、課題の議論の中では避難所の今の分類、また今ご指摘の

当初の避難所の生活環境、そういったことも課題として挙げられてございます。

今年度は、あくまで基本的な考え方を示すということで、具体のものは基本的

な考え方を受けて来年度市のほうで、当然高いレベルの生活環境というのは必

要だと考えていますけれども、なかなか予算も限られている中で、何を優先し

て何をどうしていくのかということはその基本方針を受けて来年度市のほうで

検討してまいりたいと考えております。

委 員 長 ほかに質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みといたします。

それでは、続きまして（13）、平成30年度一般会計補正予算について（ＦＭ予
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備送信所の整備について）の説明を求めます。

（13）平成30年度一般会計補正予算について（ＦＭ予備送信所の整備について）

湯浅室長 （別紙資料に基づき説明する。）

委 員 長 説明が終わりました。

質疑ございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、報告済みといたします。

それでは、所管の方はここで退席してよろしいです。

２ 第４回定例会以降の調査事項について～別紙

委 員 長 それでは、２、第４回定例会以降の調査事項につきましては、別紙のとおり確

認してよろしいですか。

（異議なしの声あり）

３ その他について

（１）意見交換会について

委 員 長 ３、その他につきまして、（１）、先般総務文教常任委員会で行われました意

見交換会につきましては、安樂副委員長の事前調査、また確認等によりスムー

ズな議事進行をしていただきまして、大変ありがとうございました。今回のこ

の委員会につきましては、最終的に議長報告をしなければなりませんので、前

回行った意見交換会につきまして皆さんからこういった点はよかった、こうい

った点はちょっと見直ししたほうがいいのではないかという若干のご意見がご

ざいましたら、それをお聞きしまして最終的に議長報告としたいと思いますの

で、よろしいでしょうか。

（異議なしの声あり）

委 員 長 それでは、何かご意見ございますか。

清 水 まず、今回は相手の都合で前後に会議か何か決まっていた。それで、１時間と

いうことで、１時間という中で密度の濃い内容だったということは評価できる

のですが、やはりそれに限定、制限されることも多かったので、時間について

は１時間半ぐらいがいいのかなと私は思いました。

２点目は、進め方で私が途中で安樂副委員長に言ったことについては大変反省

をしております。ただ、あの時点ではもう司会ばかりがしゃべっていて、僕と

してはいつ何をしゃべれるのだろうという見通しがなかったもので、委員とし

てちょっと伝えたかったということがありましたので、それについてはご容赦

いただきたいと思います。

３つ目ですけれども、一応道新に議会は避難所増設について否定的というよう

な趣旨のものが出たので、あれは委員会としては全くそもそも的にそういうこ

とをやるところでないので、道新に言おうかと思いましたが、今後の教訓にし

ていただければなと。

委 員 長 ありがとうございます。

ほかにございますか。

（なしの声あり）

委 員 長 それでは、この件につきましては正副委員長にご一任いただいて、議長への最

終的な報告とさせていただくことでよろしいでしょうか。

（異議なしの声あり）

（２）その他
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委 員 長 それでは、（２）、その他について何かございますか。

（なしの声あり）

４ 次回委員会の日程について

委 員 長 ４、次回委員会の日程につきましては、正副委員長一任ということでよろしい

ですか。

（異議なしの声あり）

それでは、以上をもちまして第40回総務文教常任委員会を閉会いたします。

閉 会 １１：５５


